
  
 

 

 

 

 

直轄土木工事にて「賃金・労働時間等の実態調査」を開始します 

 

 公共工事に従事する者に対して適正な額の賃金が支払われるよう、国土交通省直轄土木

工事にて、受注者の協力の下、賃金の支払いや労働時間等の実態を調査する試行を実施し

ます。 

 

 公共工事の品質確保の促進に関する法律第 27 条にて、国は、適正な請負代金・賃

金が支払われるよう、賃金の支払等に関する実態の調査を行うよう努めなければなら

ない旨が規定されており、また、発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）にお

いて、発注者は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確

保に関し、その実態を把握するよう努める旨が規定されています。 

 

これを踏まえ、国土交通省直轄土木工事にて、受注者の協力の下、技能労働者への

賃金の支払いや労働時間等の実態を調査する試行を受注者の希望に基づき実施します

（受注者希望方式）。調査方法や調査結果の算定方法を確認することが試行の目的で

あり、継続的に改善を行う予定ですが、試行当初の調査のポイントは下記３点です。 

①実態調査をより円滑に行うための実労働時間等を調査する仕組みの構築 

②「賃金・労働時間等の実態調査」の結果の算定方法 

③賃金の原資となる労務費を受発注者双方が確保することを目的に積算上の作業時

間の提示 

また、今回の試行の結果を踏まえ、将来的に、賃金・労働時間等の調査結果を適切

な業者選定に向けて活用することを予定しています。 

 

本調査を通して、発注者が賃金の支払いや労働時間等を把握することにより、受発

注者間での「見える化」が進むことを期待しています。特に、下請け業者への労務費

の支払いの把握により、賃金を原資とした低価格競争を抑止し、価格や真の技術を競

う等、公正な競争環境を実現し、また、技能労働者への賃金の支払いの把握により、

適正な賃金が確保され、品質確保の担い手が確保されることを期待しています。 

 

＜問合せ先＞   

 大臣官房技術調査課 建設システム管理企画室 企画専門官 谷口 

代表：03-5253-8111（内線 22353）、直通：03-5253-8221 

大臣官房 公共事業調査室 課長補佐 佐藤 

代表：03-5253-8111（内線 24296）、直通：03-5253-8258 

令 和 ７ 年 1 1 月 ４ 日 

大臣官房技術調査課 

大臣官房公共事業調査室 


